	狭山事件の再審を求める市民集会　開催要綱
狭山事件・無実の叫び４５年～いまこそ冤罪なくす司法民主化を！


　
□無実を叫び４５年～冤罪・狭山事件
狭山事件で石川一雄さんが無実を叫びつづけて４５年にもなります。
　石川一雄さんは４５年前の５月２３日、別件逮捕され、警察の代用監獄で長期にわたる取調べを受けて、ウソの自白を強要され、冤罪におとしいれられました。
　石川さんと狭山弁護団は、一昨年５月２３日、東京高裁に第３次再審請求を申し立てました。第３次再審請求から２年、審理を担当する東京高裁の門野裁判長が就任して１年がたちます。狭山弁護団は、これまで筆跡鑑定など石川さんの無実をしめす多数の新証拠を提出し、再審開始を求めています。
□３４年以上も事実調べがおこなわれていない！
狭山事件では、再審請求から３０年以上も鑑定人の尋問などの事実調べがおこなわれていません。一日も早く事実調べをおこない再審を開始すべきです。
わたしたちは、石川さんと弁護団を支援し、再審運動の輪をより広げるために、市民団体、学者、文化人、ジャーナリストが集り、「狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会」を一昨年結成しました。そして、狭山事件の再審開始を求める「１００万人署名運動」を一昨年８月から始め、昨年５月には１００万筆を突破し、東京高裁に提出しました。さらに市民の声を大きく広げていくために、北海道や東北など全国の各都道府県で再審を求める市民集会を開いています。
□あいつぐ冤罪～いまこそ司法民主化を！
昨年は、冤罪事件の無罪判決があいつぎました。鹿児島・志布志事件では選挙違反に問われた１２人の被告全員が無罪になりました。富山・氷見事件では、有罪判決を受けて２年あまりも服役した男性が無実だったことを警察が認め、再審で無罪になりました。こうした自白強要やズサンな証拠による誤判は狭山事件とまったく同じです。選挙違反冤罪や痴漢冤罪など冤罪は市民の身近にある人権問題です。裁判員制度開始を前にして、早急に、取調べの全過程の可視化、弁護側への証拠開示の保障、身柄拘束の透明化など司法民主化が必要という声があがっています。
一方で、この間、足利事件、袴田事件など再審請求を棄却する決定があいついでいます。いずれも、狭山事件と同じように、弁護側が求めた証拠調べを十分におこなわないまま、再審の請求がしりぞけられています。再審請求では新証拠発見が要件とされているのに、弁護側への証拠開示も十分保障されていません。
昨年１２月、こうした冤罪の教訓、国連からの勧告をふまえて、民主党は、取調べの全面的な可視化、証拠リストの弁護側への開示をもりこんだ刑訴法改正案（取調べ可視化法案）を参議院で提出しました。取調べ可視化・証拠開示法が一日も早く成立するよう求めたいと思います。
□５月２３日、狭山弁護団は新証拠を提出します！
狭山弁護団は、きたる５月２３日、石川さんの無実を証明する新証拠を東京高裁に提出し、鑑定人の尋問など事実調べと検察官の持つ証拠の開示を求めます。
私たちは、狭山弁護団と石川さんが訴え続けている事実調べと証拠開示を求めて、下記の集会を開きます。狭山弁護団から新証拠の報告を聞き、東京高裁が事実調べをおこなうようアピールしたいと思います。また、他のえん罪事件の訴えを聞き、ともに、取調べ可視化・証拠開示の法律制定を求めて国会へ請願デモをおこないます。
ぜひ、多くの方の参加をお願いいたします。

（１）日　時　　２００８年５月２３日（金）午後１時～３時
（２）会　場　　日比谷野外音楽堂
（３）デ　モ　　日比谷公園～衆議院議員面会所～参議院議員面会所～旧永田町小前
（４）名　称　　狭山事件の再審を求める市民集会
「無実の叫び４５年～いまこそ冤罪なくす司法民主化を！」
（５）主　催　　狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会
　　　　　　　　　　http://www.sayama-case.com/
（６）プログラム　　＜司会＞　古山葉子

1 開会あいさつ　　辛　淑玉（人材育成コンサルタント）
　　　　　　　　　　　　　組坂繁之（部落解放同盟中央本部委員長）
2 政党あいさつ・国会議員紹介
＜参議院における可視化法案の審議状況などの報告＞
3 「無実を叫びつづけて４５年」　石川一雄（再審請求人）・石川早智子
4 弁護団報告「新証拠提出報告～東京高裁は事実調べを」
　　　　　　中山武敏（狭山弁護団主任弁護人）
中北龍太郎（狭山弁護団事務局長）
　　　　　　その他、狭山弁護団の各弁護士から挨拶
5 基調提案　　松岡徹（部落解放同盟中央本部書記長）
6 「弟の無実を訴える」　　袴田秀子さん（無実の死刑囚・袴田巌さんの姉）
「袴田事件・第２次再審の闘い」袴田巌さんを救援する清水・静岡市民の会
7 「裁判員制度と日本の刑事司法改革の課題と可視化法案の意義」
　　　　　　　庭山英雄・弁護士（狭山事件の再審を求める市民の会代表）
8 労働組合代表
9 宗教者代表
10 まとめ　鎌田慧（狭山事件の再審を求める市民の会事務局長・ルポライター）
11 集会アピール
12 閉会あいさつ・行動提起
13 取り調べ可視化法の制定を求める国会請願デモ行進出発（１５：００）
14 衆議院議員面会所（１５：２０～１５：５０）で請願
　　　　　参議院議員面会所（１５：３０～１６：００）で請願


（７）集会の成功にむけた確認事項
　　　１　ゼッケンはできるかぎり手作りのものにする。
デモ行進をできるかぎり工夫する。
　　　　　（プラカード、旗、横断幕、音楽、沿道でのビラ配布など）
　　　２　デモ行進は「財務省上」交差点から請願行進に切り替えになるので、指揮者の指示に従う。
　　　３　部落解放同盟を中心に集会運営要員を作る。実行委員会の腕章をつける。
５月２３日午前１０時に舞台裏に集合し、集会運営補助にあたる。
　　　４　いかなる暴力行為、集会妨害行為も認めない。集会およびデモ行進を通してヘルメット着用は認めない。
６　集会の成功にむけ実行委員会の指示に従う。実行委員会の指示に従わない場合は参加を認めないことがある。
　　　７　デモ行進はつぎの順番とする。
　　　　　主催者（実行委員会）－一般参加－宗教団体・市民団体－労働組合－部落解放同盟

	狭山事件の再審を求める市民集会実行委員会
＜共同代表＞庭山英雄（弁護士・狭山事件の再審を求める市民の会代表）
小泉喜子（Ｉ女性会議共同代表）
＜事務局長＞鎌田慧（狭山事件の再審を求める市民の会事務局長）
＜事務局次長＞布施哲也（狭山事件の再審を求める市民の会事務局次長）
＜世話人＞　組坂繁之（部落解放同盟中央本部委員長）
森嶋正治（部落解放中央共闘会議議長）
森原秀樹（反差別国際運動（ＩＭＡＤＲ）事務局長）
一戸彰晃（狭山事件を考える青森県住民の会）
石田貞（狭山事件を考える大里地区住民の会代表）
小山慎彦（長野県・狭山事件を考える住民の会連絡会代表）
三角富士夫（福岡県狭山住民の会ネットワーク会長）
　　　　　　中原大弐（ピースボート共同代表）
＜連絡先＞　東京都渋谷区桜丘町１７-６　協栄ビル５Ｆ　庭山法律事務所気付
＜問い合わせ事務局＞ TEL&FAX.0424-95-7739（布施）
TEL.03-3586-7007（安田）　FAX.03-3585-8966
＜ホームページ＞　　http://www.sayama-case.com/
＜メールアドレス＞　 muzai@sayama-case.com



